
令和２年度 小田原市放課後児童クラブ入所申込案内 

変更点について（令和２年度 10月～） 

 

令和２年度 10月からの小田原市放課後児童クラブの変更点は以下の通りです。

変更後 変更前 

（開設時間） （開設時間） 

月曜日から金曜日… 

放課後～19時 00分 

月曜日から金曜日… 

放課後～18時 30分 

土曜日、夏・冬・春休み及び運動会等

の代休日…７時 30分～19時 00分 

土曜日、夏・冬・春休み及び運動会等

の代休日…８時～18時 30分 

７時 30分から８時 00分は早朝時

間、18時 00分から 19時 00分は延

長時間となります。 

18時から 18時 30分までの間は延長

時間となります。 

（早朝時間帯負担額）※新設  

７時 30分から 

８時 00分 

１回の利用につき

100円 

 

（延長時間帯負担額） （延長時間帯負担額） 

18時 00分から

18時 30分 

１回の利用につき

100円 

18時 00分から

18時 30分 

１回の利用につき

100円 

18時 30分から

19時 00分  

※新設 

１回の利用につき

100円 

  

 
〒250-8555 小田原市荻窪 300番地 

小田原市教育部教育総務課放課後子ども係

（市役所５階藤通路）℡：33-1731 


